
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【唄沢地区計画】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利府町 
 



 

〇地区計画の内容 

決定告示：令和８年５月８日利府町告示第３１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

名   称 唄沢地区計画  

位   置 利府町沢乙字唄沢、同字欠下北及び同字白石沢の各一部 

面   積 約 75.5ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 

 本地区は、主要地方道塩釜吉岡線に面し、仙台北部道路利府しらかし台イン

ターチェンジに近接する交通利便性の高い地区である。  

本地区は、周辺の自然環境への影響に配慮した土地利用の規制と、優れた交

通利便性を活かした新たな沿道サービス地区及び工業・物流地区としての土地

利用を図ることを目標とする。 

土地利用の方針 

隣接する自然環境や既存市街地へ配慮しながら交通利便性を活かした工業・物

流地区及び商業・業務地区を形成するため、次のように土地利用の方針を定める。 

 

1. 沿道サービス地区 

主要地方道塩釜吉岡線からのアクセス性を活かし、商業・業務施設等を主

体とした賑わいのある沿道型商業業務地の形成を図る。 

2. 工業・物流Ａ地区 

利府しらかし台インターチェンジに近接した交通利便性を活用し、広域的

な工業・物流施設集積地域の形成を図る。 

3. 工業・物流Ｂ地区 

利府しらかし台インターチェンジに近接した交通利便性を活用し、大規模

工場等にも対応した広域的な工業・物流施設集積地域の形成を図る。 

建 築 物 等 の  

整 備 の 方 針 

周辺環境に配慮した良好な沿道サービス地区、工業・物流地区を形成するた

め、建築物の用途制限、建築物の敷地面積の最低限度の制限を行う。 



地
区
整
備
計
画 

地区の区分 
地区の名称 沿道サービス地区 

地区の面積 約 13.7ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の用途制限 

建築基準法別表第二（と）項に掲げる建築物及び次の各号に掲げる建

築物は、建築してはならない。 

（1） 住宅 (兼用住宅を含む。) 

（2） 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋 

（3） 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち、その用途に供す

る部分の床面積の合計が 3,000㎡を超えるもの 

（4） 学校、図書館その他これらに類するもの 

（5） 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

（6）公衆浴場 

（7）自動車教習所 

（8）畜舎 

敷 地 面 積 の 

最 低 限 度 

200㎡ 

ただし、本地区計画決定の際、現に面積 200 ㎡未満の土地を敷地とし

て用いている場合、又は建築基準法施行令第 130 条の 4 に規定する公益

上必要な建築物の敷地として用いる場合はこの限りでない。 

※建築基準法別表第二（と）項は、準住居地域内に建築してはならない建築物を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地
区
整
備
計
画 

地区の区分 
地区の名称 工業・物流Ａ地区 

地区の面積 約 11.8ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の用途制限 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 

（1） 住宅 (兼用住宅を含む。) 

（2） 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋 

（3） 店舗、飲食店その他これらに類するもの 

（4） ホテル又は旅館 

（5） ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 

（6） カラオケボックスその他これに類するもの 

（7） マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車

券売場その他これらに類するもの 

（8） 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他こ

れに類するもの 

（9） キャバレー、料理店その他これらに類するもの 

（10）学校、図書館その他これらに類するもの 

（11）神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

（12）病院 

（13）公衆浴場 

（14）診療所 

（15）老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

（16）老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

（17）自動車教習所 

（18）畜舎 

  



地
区
整
備
計
画 

地区の区分 
地区の名称 工業・物流Ｂ地区 

地区の面積 約 42.5ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の用途制限 

 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 

（1） 住宅 (兼用住宅を含む。) 

（2） 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋 

（3） 店舗、飲食店その他これらに類するもの 

（4） ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 

（5） カラオケボックスその他これに類するもの 

（6） マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車

券売場その他これらに類するもの 

（7） 図書館その他これに類するもの 

（8） 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

（9） 公衆浴場 

（10）診療所 

（11）老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

（12）老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

（13）自動車教習所 

（14）畜舎 
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表 3 建築用途制限表 

112502
テキストボックス
【参考】

112502
長方形






